
書式第 12号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和 6年度

儘聾饉邑理塑塾 _2=±壺≧燿墜
1事 業の成果
令和6年度は組織の基盤強化と業務の効率化を図る等、運営の安定に努めた。フードバンク事業やフードバン

トリー事業を実施しつつ、渋谷区行政・関連機関との連携をより円滑にし、支援を必要としている人々が食品以

外に必要とする生活支援や活動に繋ぐことができるように尽力する。令和 5年度より他団体との協働によって構

えた拠点にて、要支援者に対するアウトリーチ活動に努めた。アウトリーチ活動のさらなる必要性を踏まえ利用

者の状況調査を実施した。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業                  (事 業費の総費用 【12,109】 千円)

定款に記載

された

事業名

事業内容 日時 場所
従事者

人数

受益

対象者

範囲

受益

対象者

人数

事業費

(千円)

フー ド

バンク事業
食品ロスの軽減を図る企

業、協力団体や個人から余

剰食品を回収する。

月に

2～ 3回 東
京都内 4人

食品廃葉の

負担が軽減

できる

団体・個人

150人 3,211

フー ドパン

トリー事業

生再函窮者、ひとり親世

帯、福祉施設やフードパン

トリー団体に寄贈食品を

提供しする。また他団体と
共同じ
フードパントリー (食品配
布所)を開催する

月に

6～ 8回
東京都

渋谷区
8人

渋谷区の

福祉施設・福

祉団体

及び

区民 。近隣住民

1400人 4,691

渋谷区行政、関係機関や

協力団体に食料支援案内

状の配布を継続し、担当

者と情報交換を行う。

通年
東京都
渋谷区

1人 渋谷区及び

近隣住民
1400人 120

啓発事業

食品ロスや貧困問題をテ
ーマにしたイベントに参
加したり、小学校等で出

前事業を行い、又インタ
ーネットで食品ロスや貧
困、格差に関する情報を

発信する。

年に

1～ 2回
東京都
渋谷区

2人
環境・福祉に

関心のある

一般市民

不特定多数 225

生活支援事

業

当法人の活動を通じて知
り合った生活困窮者等に

対して、今の生活の困り
ごと、これからの生活の

不安などの相談に応じ、
渋谷区行政や関係機関の

支援窓口を紹介したり、
手続き等をサポートした
りして、解決への取り組
みを支援し、学習支援や

育児等の生活相談を受け
ることができる「親子カ
フェ」を開催する。

通年
東京都
渋谷区

10人
渋谷区及び

近隣住民 80人 3,862

事 業 報 告 書



(2)その他の事業 (事業費の総費用 【  0  】千円)
定承に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数 群幕

な し



書式第 13号 (法第28条関係)

令和6年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業が上登場合)
特定非営利活動法人 フー ドバンク渋谷
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事 業 報 告 用

現金傾金 4,302,409

什器備品 (パ ソコン) 43,670

(2)無 形固

A
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一
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の

4 302 409

43 670

232 000

(3) その

232,000
0

敷金
長期前払費用

【A】 資 ①+② 4.578.079産 合 計
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令和6年度 貸借対照表
特定非営利活動法人  フー ドバンク渋谷

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 4.578.079
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書式第 16号 (法第 28条関係 )

令和6年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人 フー ドバンク渋谷

1.重要な会計方針
計算書類の作成は、NPO法人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日
最終改正 NPO法人会計基準協議会)に よっています。

(1)固定資産の減価償却の方法
1単位につき10万円未満は消耗品として費用処理
10万円以上20万円未満については固定資産に計上し一括償却資産として処理し3年間で均等償却
20万円以上は定率法によっています。

2.施設の提供等の物的サービスの受入の内訳
円 )

3.使途等が制約された寄附金等の内訳
使途等が制約された寄附金等の内訳 (正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。
当法人の期末正味財産は4,536,279円 ですが、下記のように3,430,660円 が使途が特定されたものです。
したがって使途が制約されていない期末正味財産は1,105,619円 です。

(単

4.固定資産の増減内訳
:円 )

内容 金額 算定方法
区民交流室の無料使用 3400 団体使用施設利用料表によっています。

(地域交流センター大向)

内容 期首残高 備 考当期増加額 当期減少額 期末残高

寄付金 1,077,300 950,000 127,300 生活支援事業に対する寄付金

寄付金 5,611,000 3,133,640 2,477,360 フードバンク事業及び生活支援事業に対する寄付金

寄付金 300,000 300,000 生活支援事業に対する寄付金

助成金 2,190,000 2,190,000 フードバントリー事業及び生活支援事業に対する助成釜

助成金 826,000 826,000 フードバントリー事業及び生活支援事業に対する助成絵

助成金 280,000 280,000 生活支援事業に対する助成金

助成金 100,000 100,000 生活支援事業 (こどもテーブル)に対する助成金

補助金 1,440,000 1,440,000 フードバントリー事業に対する補助金

6.688.300 5、 136.000 8.393.640 3.430.660言十
△

科 日 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

有形固定資産

什器備品 463,386 463,386 419,716 43,670
463,386 463,386 419,716合 計

1期首取得価額 |

43,670



書式第 17号 (法第 28条関係)

R6年度 財産目録
特定非営利活動法人 フー ドバンク渋谷

1.302.409

現金預金
手元愛金
小口現金
三菱研J銀行
ゆうちょ銀行

7,0001

2,431
4,241,083
51,895

(

43.670

6,0

ツフトウェア

借地権

1

4

2
13 670

什器備品
パソコン

232.000

232.0000

232.000

(3)投資その他の資産
敷金
代々木事務所

275 670

【A】 資 産 合 計 ①+② 4.578.079

の

|

41,800

41,800 ___ユ 型鯉
41.800

預 り金

長期借入金

〉

【B-2】 ■ 味 財 達 合 計 【A】 ― 【B-11

【B-1】 負 イl.

4.536.

債 合 計 ③+④

事 業 報 告 用



書式第 18号 (法第 28条関係)

事 業 報 告 用

令和6年度年間役員名簿 (■事■年慶において■■であつたことがある全員の■名及び住所又は層所■
びにこれらの■についての前事■年目における饉日の有

"を
記●した名簿)

特定非営利活動法人 フー ドバンク渋谷

1 確認事項 (法第 20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係)
Z各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

1 事

クボタ プンゴ 2024年 4月 1日

2025年 3月 31日

年  月  日

年  月  日久保田 文吾

2 監亨

フカダ タクヤ 2024`年 4月 1日

2025年 3月 31日

年  月  日

年  月  日深田 拓也

3 監事

サトウ マホ 2024年 4月 1日

2025年 3月 31日

年 月

月

日

日年佐藤 真歩

4 理事(菫I)
ウタシロ アユミ

 

2024年 4月 1日

2025年 3月 31日

年  月  日

年  月  日歌代 亜由美

5 理事・監事

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

6 理事・監事
年 月

月

日

日年

年

年

月

月

日

日

7 理事・監事
年  月  日

年  月  日

年 月

月

日

日年

8 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

9 理事・監事
年  月  日

年  月  日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年 月

月

日

日年

国



書式第4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立 口事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

令和7年3月 31日 現在

特定非営利活動法人フー ドバンク渋谷

氏   名

1
久保田 文吾

2 久保
田 寿江

3
深田 拓也

4 佐藤 =歩

5
平井 志穂

6 歌代 亜由美  

7 前中 碧

8 松崎 ―夫

9 小清水 綾

10
島野 栄子

11
蜂谷 潤子

12




